
 
  

【電⼦申請システムをご利⽤いただく際の留意点】 
ここでは、申請者の方が電子申請システムをご利用いただく際の留意点をまとめておりますので、申請の

際にご活用ください。 

電子申請をご利用いただくにあたって、次の書類のご準備をお願いします。 

〈必ずご用意いただくもの〉 

〇自動車検査証（車検証） 

〇運転免許証（表面および裏面） 

〇身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳（表面及び裏面の全てのペー

ジ） 

〈必要に応じてご用意いただくもの〉 

〇今回申請する自動車のほかに減免の適用を受けている（受けていた）自動車の処分状況が分かる資料

（登録識別情報等通知書、移転登録後の自動車検査証（車検証）、下取証明書など） 

 

〈自動車検査証（車検証）について〉 

〇車検証、電子車検証、自動車検査証記録事項のいずれかをご用意ください。 

 

また、これらの書類については、電子申請時に写真データまたはスキャンデータを添付していただく必要

がありますので、併せてご準備をお願いします。 
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⼊⼒ 
項⽬ 申請画⾯ 解説 

問
合
せ
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申
請
者
の
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名
︵
フ
リ
ガ
ナ
︶  

〇申請者（納税義務者）の⽒名のフリガナについては、全⾓カタカナ以外の⽂
字も⼊⼒できてしまいますが、全⾓カタカナで⼊⼒してください。 

⽣
年
⽉
⽇ 

 

〇年⽉⽇を⼊⼒する欄には半⾓数字を⼊⼒してください。全⾓数字を⼊⼒した
場合、エラーとなってしまうためご注意ください。 
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⼊⼒ 
項⽬ 申請画⾯ 解説 

電
話
番
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〇ハイフンを⼊⼒した場合エラーとなります。数字のみを⼊⼒してください。 

⾃
動
⾞
登
録
番
号 
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⼊⼒ 
項⽬ 申請画⾯ 解説 
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〇交付申請⽇及び受領⽇についても⼊⼒必須項⽬となっています。 
 
 

必
要
書
類
の
添
付 

 

〇添付書類は次の４種類です。 
１：対象⾃動⾞の⾃動⾞検査証（⾞検証） 
（電⼦⾞検証の場合も写真データを添付してください。⾃動⾞検査証記録事項
をお持ちの⽅は、電⼦⾞検証に代えて添付していただいても差し⽀えありませ
ん。） 
２：運転免許証 
３：交付を受けている⼿帳 
４：減免の適⽤を受けている（受けていた）⾃動⾞の処分状況が分かる書類 
（４は減免の適⽤を受けている（受けていた）⾃動⾞があると回答された⽅ 
にのみ添付欄が出現します。） 
 
〇添付⽅法が 1 と 2〜４とでそれぞれ異なります。 
 
【１のデータを添付する場合】 
〇申請画⾯内の「ファイルの選択」ボタンを押し、添付するデータを選択する
ことで添付完了です。 
 
【２〜４のデータを添付する場合】 
〇申請画⾯内の「添付ファイル」ボタンを押すと、画⾯が遷移します。 
 
〇遷移先画⾯で「ファイルの選択」ボタンを押し、添付するデータを選択した
後、「添付する」ボタンを押します。「添付する」ボタンを押さないと添付が完
了しないためご注意ください。 

（次項に続く） 
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⼊⼒ 
項⽬ 申請画⾯ 解説 

 

【遷移先画⾯】 

 

〇複数データを⼀括で添付することはできません。複数添付する場合は、１つ
ずつ添付作業を⾏ってください。 
                             
〇遷移先画面から申請画面に戻る際に、ブラウザ上の「＜（戻るボタン）」を
押すと、それまでの入力データがすべて消え、申請画面に遷移することになり
ますのでご注意ください。システム内の「入力へ戻る」ボタンで戻ってくださ
い。 
 
〇また、遷移先画⾯から申請画⾯に戻る際、申請画⾯の最上部に遷移します。 
画⾯右端のサブメニューの「下へ」ボタン（Ｐ.６右端サブメニュー⑤を参照）
で画⾯最下部まで遷移することができます。 
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⼊⼒ 
項⽬ 申請画⾯ 解説 

申
請
後
の
画
⾯ 

 

 

〇必要項⽬への⼊⼒が完了し、「確認に進む」ボタンを押した後の画⾯です。 
 
 
 
（参考） 
必要項⽬への⼊⼒に不備がある場合、次のとおり「⚠⼊⼒不備の項⽬があり
ます。（詳細な内容は、各項⽬をご参照ください）」というエラーメッセージと
ともに申請画⾯の最上部に戻ります。不備のある項⽬は、項⽬名の⾊が強調さ
れ、エラーの詳細が記載されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（次⾴に続く） 
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⼊⼒ 
項⽬ 申請画⾯ 解説 

 

右
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〇「操作時間延⻑」 
→タイムアウトまでの操作時間の延⻑が可能となります。 
〇本システムではセキュリティ対策として、画⾯が表⽰されてから 30 分以内
に次の画⾯に進まないとタイムアウトとなります。その場合、⼊⼒内容は破棄
されてしまうためご注意ください。 

右
端
サ
ブ
メ
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ュ
❘ 
②
③ 

 

〇「配⾊変更」 
→配⾊が変更できます。 
〇「⽂字サイズ変更」 
→⽂字サイズの変更が可能です。 
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⼊⼒ 
項⽬ 申請画⾯ 解説 
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〇「問い合わせフォーム」→添付可能な拡張⼦や、画⾯の遷移等の電⼦申請シ
ステムの操作について問い合わせることができます。 
〇ただしシステムの操作以外のことには問い合わせできません。 

右
端
サ
ブ
メ
ニ
ュ
❘ 
⑤ 

 

〇「上へ」「下へ」 
→当該申請画⾯の最上部⼜は最下部へすばやく移動可能です。 

 


